
参照条文（医療法人の合併関係） 

 

○ 医療法（昭和二十三年法律第二百五号）（抄） 
 

第五十七条 社団たる医療法人は、総社員の同意があるときは、他の社団たる医療法人又は

財団たる医療法人と合併をすることができる。 

２ 財団たる医療法人は、寄附行為に合併することができる旨の定めがある場合に限り、他

の社団たる医療法人又は財団たる医療法人と合併をすることができる。 

３ 財団たる医療法人が合併をするには、理事の三分の二以上の同意がなければならない。

ただし、寄附行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。 

４ 次の各号に掲げる場合には、合併後存続する医療法人又は合併により設立する医療法人

は、それぞれ当該各号に定める種類の医療法人でなければならない。 

一 合併をする医療法人が社団たる医療法人のみである場合 社団たる医療法人 

二 合併をする医療法人が財団たる医療法人のみである場合 財団たる医療法人 

５ 合併は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。 

６ 第五十五条第七項の規定は、前項の認可について準用する。 
 

第五十八条 医療法人は、前条第五項に規定する都道府県知事の認可があつたときは、その

認可の通知のあつた日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作らなければならな

い。 
 

第五十九条 医療法人は、前条の期間内に、その債権者に対し、異議があれば一定の期間内

に述べるべき旨を公告し、且つ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しな

ければならない。但し、その期間は、二月を下ることができない。 

２ 債権者が前項の期間内に合併に対して異議を述べなかつたときは、合併を承認したもの

とみなす。 

３ 債権者が異議を述べたときは、医療法人は、これに弁済をし、若しくは相当の担保を提

供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を

営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者

を害するおそれがないときは、この限りでない。 
 

第六十条 合併により医療法人を設立する場合においては、定款の作製又は寄附行為その他

医療法人の設立に関する事務は、各医療法人において選任した者が共同して行わなければ

ならない。 
 

第六十一条 合併後存続する医療法人又は合併によつて設立した医療法人は、合併によつて

消滅した医療法人の権利義務（当該医療法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の

処分に基いて有する権利義務を含む。）を承継する。 
 

第六十二条 合併は、合併後存続する医療法人又は合併によつて設立した医療法人が、その

主たる事務所の所在地において政令の定めるところにより登記をすることによつて、その

効力を生ずる。 
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第六十七条 都道府県知事は、第四十四条第一項、第五十五条第六項若しくは第五十七条第

五項の規定による認可をしない処分をし、又は第六十四条第二項の規定により役員の解任

を勧告するに当たつては、当該処分の名宛人又は当該勧告の相手方に対し、その指名した

職員又はその他の者に対して弁明する機会を与えなければならない。この場合においては、

都道府県知事は、当該処分の名宛人又は当該勧告の相手方に対し、あらかじめ、書面をも

つて、弁明をするべき日時、場所及び当該処分又は当該勧告をするべき事由を通知しなけ

ればならない。 

２ 前項の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、自己に有利な証拠を提出すること

ができる。 

３ 第一項の規定による弁明の聴取をした者は、聴取書を作り、これを保存するとともに、

報告書を作成し、かつ、当該処分又は当該勧告をする必要があるかどうかについて都道府

県知事に意見を述べなければならない。 

 
 

○ 医療法施行規則（昭和二十三年厚生省令第五十号）（抄） 
 

（合併の認可の申請） 

第三十五条 法第五十七条第五項の規定により、合併の認可を受けようとするときは、申請

書に次の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。 

一 理由書 

二 法第五十七条第一項又は第三項の手続を経たことを証する書類 

三 合併契約書の写し 

四 法第六十条の場合においては、申請者が同条の規定により選任された者であることを

証する書面 

五 合併後存続する医療法人又は合併によつて設立する医療法人の定款又は寄附行為 

六 合併前の各医療法人の定款又は寄附行為 

七 合併前の各医療法人の財産目録及び貸借対照表 

八 合併後存続する医療法人又は合併によつて設立する医療法人について、第三十一条第

七号、第十号及び第十一号に掲げる書類（この場合において、同条第七号中「設立後」

とあるのは「合併後」と、第十号中「役員」とあるのは「新たに就任する役員」と読み

替えるものとする。） 

２ 合併前の医療法人のいずれもが持分の定めのある医療法人である場合であつて、前項第

五号の合併後存続する医療法人の定款において残余財産の帰属すべき者に関する規定を

設けるときは、法第四十四条第五項の規定にかかわらず、同項に規定する者以外の者を規

定することができる。 


